
令和２年度 第３回 京丹波町教育委員会定例会 議事録

Ⅰ 開催日時 令和２年６月１２日（金） ９時３０分から

Ⅱ 開催場所 京丹波町和知支所 小会議室

Ⅲ 出席委員 樹山静雄教育長 藤田道子教育長職務代理者 竹吉美公委員

上田明成委員 竹内裕子委員 津田勝二委員

※ 欠席した委員 なし

Ⅳ 出席説明者 堂本光浩教育次長 中野竜二社会教育課長

西田三郎学校教育課教育振興室長 中井伸幸学校教育課長

Ⅴ 傍聴者 なし

【会議内容】

１ 開 会（司会：教育次長）

２ 教育長あいさつ・報告

【教育長】 開会あいさつの後、近況報告を行った。

〈近況報告内容〉

町・教育委員会関係の会議等について

３ 議事録の承認

【教育長】 令和２年度第２回定例会議事録の承認について諮る。

【全委員】 特に意見等なし。（誤植箇所の修正指摘あり）

【教育長】 令和２年度第２回定例会議事録について、承認する旨を告げる。

４ 報告事項

（１）町立小中学校、幼稚園の段階的な学校（園）再開について

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 町立小中学校、幼稚園の段階的な学校（園）再開について説明した。

【教育長】 何か意見等はないか。

【全委員】 特に意見なし。

（２）令和２年度育英生願書受付状況について

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 令和２年度育英生願書受付状況について説明した。

【教育長】 何か意見等はないか。

【全委員】 特に意見なし。



（３）社会教育課関係報告

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 令和２年６月の社会教育課関係事業及び新しい生活様式に基づく京丹波

町社会教育施設等利用ガイドラインについて説明した。

【教育長】 何か意見等はないか。

【委 員】 スポーツ少年団の活動は再開されているのか。

【事務局】 対策を講じたうえで６月８日から再開できる旨通知を行った。

【教育長】 他に意見等はないか。

【全委員】 特に意見なし。

５ 議事

（１） 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（京丹波町立小学校及び中学

校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則）

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 京丹波町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則（平

成１７年教育委員会規則第７号）第３条第１項の規定により、京丹波町立

小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を専決処

分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し承認を求める。

【教育長】 何か意見等はないか。

【全委員】 特に意見なし。

【教育長】 承認第１２号について、原案どおり決することとする。

６ 協議事項

（１） 新型コロナウイルス感染症対策について

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 学校における臨時休業期間中の取組状況等を把握するため、学校訪問を６

月２６日に実施するにあたり訪問体制について調整をお願いする。

【全委員】 訪問体制を協議のうえ決定した。

（２） 南丹地区教科用図書採択協議会について

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 南丹地区教科用図書採択協議会の日時等について案内するとともに、事前

研究について調整をおこなった。

【全委員】 事前研究について確認を行った。

（３）第４回教育委員会定例会について

【教育長】 事務局に説明を求める。

【事務局】 令和２年度第４回定例会の開催日時について調整をお願いする。

【全委員】 調整の結果、定例会を７月２１日（火）午前９時３０分から開催すること

で決定した。

９ 教育長職務代理者閉会宣言

（１０時３０分閉会）以上



■ 教 育 長

■ 教育長職務代理者

■ 委 員

■ 委 員

■ 委 員

■ 委 員

（調製者 教育次長 堂本 光浩）


